
 

 

 

 

 

 

 平成２９年１１月２４日、周南市内の社会福祉法人が連携し、地域公益活動を推進する「周南市

社会福祉法人地域公益活動推進協議会」設立総会を行いました。 

 周南市の社会福祉法人が協働していくことで、社会福祉法の改正に伴い明文化された「社会福祉

法人が地域公益活動をする責務」を果たしていきたいと考えています。 

 周南市内１６法人が参加し、地域での具体的な公益活動の進め方について協議を行います。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇参加法人（H30.４.１現在） 

・一仁会・鹿野学園・鹿野福祉会・栗屋福祉会・光仁会・山陽・周南市社会福祉事業団・周陽会・白鳩学園 

・仁泉会・新南陽福祉の会・つくし園・鼓ヶ浦整枝学園・和光保育園・すみれ会・共楽園・周南市社会福祉協議会 

〇役員 

会 長/山根昭昶氏（仁泉会） 

副会長/箱崎秀彰氏（鹿野福祉会） 

監 事/松本豊一氏（一仁会） 

監 事/三浦和之氏（つくし園） 

役員・参加法人の紹介 

周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会事務局/社会福祉法人周南市社会福祉協議会 周南市速玉町３－１７ TEL(0834)22-8721 

〇人材育成・広報事業部会 

（１）福祉専門職育成事業 

「福祉なんでも相談会（仮称）」の相談員養成のための

研修会を開催します。 

（２）情報発信・広報啓発事業 

 協議会の事業や取組の様子を、広報誌や会員法人の

ホームページを活用し情報発信します。 

〇総合相談事業部会 

（１）福祉総合相談事業 

 社会福祉法人の職員派遣による「福祉なんでも相談会（仮

称）」を実施します。 

（２）生活困窮者支援事業 

 福祉施設の災害時用非常食を活用し、市社協の「あんしん 

食料支援事業」への支援体制を作ります。 

〇地域福祉推進事業部会 

（１）学びの場づくり推進事業 

 地域の福祉出前講座にそれぞれの専門性を活かして講師を派遣し

ます。 

（２）災害福祉支援活動事業 

 災害発生時に備えた取り組みについて、関係機関と連携した支援

体制づくりを進めます 

（３）新しい生活支援サービス開発事業 

 移送サービスや買物支援サービス等、地域の実情に合った

新しい生活支援サービス実施に向け開発・検討を行います。 

部会に分かれ、具体的な活動について協議

していきます。 


